
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品の電極に測定端子を接触させて、容量測定式接触検査及び絶縁抵抗の測定を行
う電子部品の絶縁抵抗測定装置であって、
　絶縁抵抗及び容量測定式接触検査を行う絶縁抵抗測定回路と、
　前記電子部品と絶縁抵抗測定用電源及び接触検査用電源との間に接続された電流制限抵
抗と、
　前記電流制限抵抗に並列に接続されたコンデンサとを備えることを特徴とする、電子部
品の絶縁抵抗測定装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　電子部品の絶縁抵抗測定用過電流保護回路であって、
　電源と、測定対象の電子部品との間に接続される電流制限抵抗と、
　前記電流制限抵抗に並列に接続されたコンデンサとを備えることを特徴とする、電子部
品の絶縁抵抗測定用過電流保護回路。
【請求項４】
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前記電流制限抵抗として、前記電子部品と、絶縁抵抗測定用電源及び接触検査用電源と
の間に１つの電流制限抵抗が接続されている、請求項１に記載の絶縁抵抗測定装置。

前記電流制限抵抗として、電源と、測定対象の電子部品との間に１つの電流制限抵抗が
接続されている、請求項３に記載の電子部品の絶縁抵抗測定用過電流保護回路。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、容量式接触検査を伴う電子部品の絶縁抵抗測定を行う装置及び該絶縁抵抗測定
装置に用いられる過電流保護回路に関し、より詳細には、微小な静電容量をもつ誘電体や
圧電体などを用いた電子部品の絶縁抵抗測定に用いられる、絶縁抵抗測定装置及び過電流
保護回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、積層コンデンサや圧電共振子などの電子部品の特性の選別に際し、電子部品の絶縁
抵抗が測定されている。ところで、電子部品の絶縁抵抗は一般に非常に大きいため、測定
端子と電子部品の電極との接触不良があった場合の測定値と、接触が正常な場合の測定値
とを区別することが難しかった。そのため、従来、図２に示す接触検査を伴う絶縁抵抗測
定装置が用いられていた。
【０００３】
図２に示すように、接触検査用電源として正弦波発生器５１と、絶縁抵抗測定用の直流電
源５２とが備えられている。正弦波発生器５１及び直流測定電源５２の一端は、接地電位
に接続されており、他端がスイッチ５３の第１，第２の端子にそれぞれ接続されている。
スイッチ５３は、正弦波発生器５１または直流測定電源５２を用い得るように切替られる
。
【０００４】
スイッチ５３の第３の端子は、電流制限抵抗５４に一端が接続されている。電流制限抵抗
５４の他端は、接触端子５５に接続されている。接触端子５５は、測定対象である電子部
品５６の電極に接触される。また、測定対象である電子部品５６の他の電極に、測定端子
５７が接続される。測定端子５７の後段には、絶縁抵抗測定回路５８及び接触検査測定回
路５９が接続されている。
【０００５】
　絶縁抵抗の測定に際しては、まず、電子部品５６の一対の電極に、測定端子５５，５７
が接触される。この状態において、測定端子５５，５７が電子部品の電極に正しく接触し
ているか否かを確認するために、スイッチ５３が正弦波発生器５１側に切替られる。この
ようにして、交流信号が電流制限抵抗 ４を介して電子部品５６に流れ、電子部品５６を
流れた交流信号が、接触検査測定回路５９で測定される。この信号が所定の値以下である
場合には、接触不良と判断される。
【０００６】
接触が良好と判断された場合には、次にスイッチ５３が直流電流５２側へ切替られる。直
流電流が電流制限抵抗４により制限され、しかる後電子部品５６に流される。そして、電
子部品５６に流れた電流が、絶縁抵抗測定回路５８により測定され、絶縁抵抗値が求めら
れる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の絶縁抵抗測定装置では、上記のように絶縁抵抗の測定に際し、電流制限抵抗５４に
より直流信号の電流値が制限されている。しかしながら、測定対象である電子部品が誘電
体や圧電体セラミックスからなる場合には比較的大きな電流制限抵抗５４が用いられる。
電流制限抵抗５４の抵抗値が大きいと、微小な静電容量を有する誘電体や圧電体やセラミ
ックスでは、接触検査に際しての交流信号が極めて小さくなり、接触検査を行うことがで
きないことがあった。
【０００８】
他方、接触検査を可能とするために、電流制限抵抗５４の抵抗値を小さくした場合、ある
いは電流制限抵抗５４を用いない場合には、機械的な電流遮断回路を接続する必要があっ
た。このような電流遮断回路を用いた場合、大きな電流が流れて電流遮断回路が開放され
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た場合、復帰に長い時間を必要とする。従って、大量の電子部品の絶縁抵抗の測定を高速
で行うことができなかった。
【０００９】
本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消し、容量測定式接触検査を伴う絶縁抵抗
測定装置であって、微小な静電容量の電子部品を測定する場合であっても、確実に接触検
査を行うことができるだけでなく、絶縁抵抗の測定の高速化を図り得る電子部品の絶縁抵
抗測定装置並びに絶縁抵抗測定用過電流保護回路を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本願の第１の発明は、電子部品の電極に測定端子を接触させて、容量測定式接触検査及
び絶縁抵抗の測定を行う電子部品の絶縁抵抗測定装置であって、絶縁抵抗及び容量測定式
接触検査を行う絶縁抵抗測定回路と、前記電子部品と絶縁抵抗測定用電源及び接触検査用
電源との間に接続された電流制限抵抗と、前記電流制限抵抗に並列に接続されたコンデン
サとを備えることを特徴とする。

【００１１】
　第２の発明は、電子部品の絶縁抵抗測定用過電流保護回路であって、電源と、測定対象
の電子部品との間に接続される電流制限抵抗と、前記電流制限抵抗に並列に接続されたコ
ンデンサとを備えることを特徴とする。

【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施例を説明することにより、本発明を明らかにする。
【００１３】
図１は、本発明の一実施例に係る電子部品の絶縁抵抗測定装置を説明するための回路図で
ある。図１に示すように、容量測定式接触検査を行うための接触検査用電源として、正弦
波発生器１と、絶縁抵抗の測定に際して用いられる直流電源２とが備えられている。正弦
波発生器１及び直流電源２の一端はアース電位に接続されており、他端は、それぞれ、ス
イッチ３の第１，第２の端子３ａ，３ｂに接続されている。
【００１４】
スイッチ３は、第１～第３の端子３ａ～３ｃを有し、第１の端子３ａと第３の端子３ｃが
接続されている状態と、第２の端子３ｂと、第３の端子３ｃとが接続されている状態とで
切替られるように構成されている。
【００１５】
スイッチ３の第３の端子３ｃには、電流制限抵抗４の一端が接続されている。電流制限抵
抗４の他端は、測定端子５に接続されている。
そして、本実施例では、上記電流制限抵抗４に並列に、コンデンサ６が接続されている。
【００１６】
測定端子５は、測定対象としての電子部品７の電極に接触されるように構成されている。
また、電子部品７の他の電極に第２の測定端子８が接触されるように構成されている。測
定端子８の後段には、絶縁抵抗検出回路９及び接触状態検出回路１０が接続されている。
【００１７】
本実施例の絶縁抵抗測定装置を用いた電子部品７の絶縁抵抗の測定方法を説明する。
まず、測定端子５，８を電子部品７の一対の電極に接触させる。この状態で、スイッチ３
を第１，第３の端子３ａ，３ｃが接続される状態に切り替える。その結果、交流電流が電
流制限抵抗４及びコンデンサ６が並列接続されている部分を通り、電子部品７に流れる。
電子部品７に流れた電流が接触状態検出回路１０により検出され、接触状態が正常か否か
が判断される。この場合、電流制限抵抗４に並列にコンデンサ６が接続されているため、
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第１の発明のある特定の局面では、上記電流制限抵抗と
して、前記電子部品と絶縁抵抗測定用電源及び接触検査用電源との間に１つの電流制限抵
抗が接続されている。

第２の発明のある特定の局面では、上記電流制限
抵抗として、電源と、測定対象の電子部品との間に１つの電流制限抵抗が接続されている
。



電流制限抵抗４の抵抗値の大きさに左右されることなく、接触検査に必要な交流信号が電
子部品７に流れることになる。従って、確実に測定端子５，８の接触状態を検出すること
ができる。
【００１８】
次に、接触状態が正常である場合に、スイッチ３が、第２の端子３ｂと第３の端子３ｃと
が接続される状態に切替えられる。このようにして、直流電源２からの直流電流が電子部
品７に流される。この場合、電流制限抵抗４の抵抗値により、電流が制限され、従って、
過電流保護が果たされた状態で電子部品７に直流が流れる。そして、この直流信号が絶縁
抵抗測定回路９により検出され、該電流値の大きさに応じて絶縁抵抗が検出される。
【００１９】
上記のように、本実施例の絶縁抵抗測定装置では、電流制限抵抗４と、電流制限抵抗４に
並列に接続されたコンデンサ６からなる過電流保護回路が設けられており、接触検査に際
しては、コンデンサ６が設けられているため、電流制限抵抗４の大きさを大きくした場合
であっても、確実に接触検査を行うことができる。すなわち、電子部品７として、静電容
量が非常に小さい誘電体や圧電体セラミックスからなるものを用いた場合であっても、接
触検査に必要な交流信号を電子部品７に確実に流すことができる。
【００２０】
また、本実施例では、上記電流制限抵抗４と、電流制限抵抗４に並列に接続されたコンデ
ンサ６とにより過電流保護回路が構成されている。従来の電流遮断回路を用いた場合には
、電子部品において短絡不良が生じている場合には、復帰に時間を必要としたのに対し、
本実施例では、このような遮断回路を必要としないため、測定の高速化を図ることができ
る。
【００２１】
もっとも、本実施例においても、上記電流制限抵抗４及びコンデンサ６が並列接続されて
いる過電流保護回路に加えて、従来の電流遮断回路をさらに接続してもよい。その場合で
あっても、電流制限抵抗４及びコンデンサ６からなる過電流保護回路が備えられているた
め、電流遮断回路をさほど動作させる必要がない。従って、やはり、測定の高速化を図る
ことができる。
【００２２】
なお、本発明は、上記のように微小な静電容量を有する誘電体や圧電体を用いた電子部品
の絶縁抵抗の測定に好適に用いられるが、必ずしも、微小な静電容量を有する電子部品に
限らず、様々な電子部品の絶縁抵抗の測定に用いることができる。
【００２３】
【発明の効果】
第１の発明に係る絶縁抵抗測定装置では、接触検査用電源及び絶縁抵抗測定用電源と測定
端子との間に、電流制限抵抗と電流制限抵抗に並列に接続されたコンデンサとからなる第
２の発明に係る過電流保護回路が設けられている。従って、電流制限抵抗に並列にコンデ
ンサが接続されているため、電流制限抵抗の大きさに左右されることなく、十分な大きさ
の交流信号を測定対象である電子部品に流すことができ、接触検査を確実に行うことが可
能となる。よって、電子部品の静電容量が非常に小さい場合であっても、すなわち電流制
限抵抗の抵抗値が比較的大きくした場合であっても、接触検査を確実に行うことができる
。
【００２４】
よって、本発明によれば、接触検査を伴う絶縁抵抗の測定に際し、より高精度に絶縁抵抗
を測定することができる。また、機械的な電流遮断回路を必ずしも必要としないため、絶
縁抵抗測定の高速化を図ることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る絶縁抵抗測定装置を説明するための回路図。
【図２】従来の絶縁抵抗測定装置を説明するための回路図。
【符号の説明】
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１…接触検査用電源としての正弦波発生器
２…絶縁抵抗測定用電源としての直流電源
３…スイッチ
４…電流制限抵抗
５…接触端子
６…コンデンサ
７…測定対象である電子部品
８…測定端子
９…絶縁抵抗測定回路
１０…接触状態検出回路 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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